
 
 

 
 
 

  
                                                          

                                       
                                      
 

 

 

 

大阪葬祭事業協同組合と 

「災害時における遺体の安置・搬送等の協力に関する協定」を 

締結します 

  

市では、大規模災害等の発生に備え、大阪葬祭事業協同組合と「災害時に

おける遺体の安置・搬送等の協力に関する協定」を締結します。 

 

本協定は、災害発生時において、同組合に所属する事業者の協力のもと、

遺体の搬送および洗浄、遺体安置に必要な資機材や消耗品の提供、ならびに

安置施設の提供等を行っていただくものです。これにより、災害時の混乱下

においても、迅速かつ適切に遺体の安置を行い、ご遺族への十分な配慮と、

お亡くなりになられた方の尊厳を守る体制の確保を図ります。 

 

なお、本協定は、牛尾市長就任後、初めて締結する災害協定となります。 

 

つきましては、下記のとおり協定書締結式を執り行いますので、取材等よ

ろしくお願いいたします。 

 
 

記 

 

 

日 時 ３月３日(火)  午後１時 30分から 

場 所 貝塚市役所３階 特別応接室(秘書課内) 

                      

 

 

 

 

 
報道提供資料 

 

令和８年２月 26日 

貝塚市 
総合政策部 魅力づくり推進課                                          
広報シティプロモーション 
担当：藤木・遠藤 
TEL:072－433－7059 
FAX:072－433－7233 
 

 
 
市民生活部市民課 梅本・河瀬 
TEL：072-433-7375 
FAX：072-433-7377 
 

【問合せ先】 


